
対象者（フローチャートをご確認ください。） 

 

いいえ はい 

現在、大和町で児童手当（特例給付を含む）を受給していますか？ 

高校生年代以下の子を養育していますか？ ３人以上の子を養育しており、その中に大学生 

年代で経済的負担のある子がいますか？ 

（平成１４年４月２日から平成１８年４月１日 

までの間に生まれた方） 手続きは不要です。 

手続きは原則不要です。 

増額対象の方は自動的に処理され、

必要な方には別途案内します） 

①の手続きが必要です。 

養育している子全員が同居していますか？ 

３人以上の子を養育しており、その中に大学生年代で経済

的負担のある子がいますか？（平成１４年４月２日から平

成１８年４月１日までの間に生まれた方） 

子ども家庭課にご連絡ください。 

②の手続きが必要です。 ③の手続きが必要です。 

①：「監護相当・生計費の負担についての確認書」を郵送で提出してください。 

②：「児童手当認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」 

  「申請者の健康保険証及び通帳・キャッシュカードのコピー」を郵送で提出してください。 

③：「児童手当認定請求書」「申請者の健康保険証及び通帳・キャッシュカードのコピー」を郵送で

提出してください。 

※大学生年代（平成１４年４月２日から平成１８年４月１日まで）の子については、親等の経済的

負担がある子に限ります。 

※申請者（父母等のうち所得の高い方）が公務員の場合は、勤務先にご確認ください。 

※本通知は制度改正後、児童手当の受給資格者となる可能性のある方に必要と思われる申請書等

を同封しています。同封された申請書以外が必要となる場合は、子ども家庭課にご連絡ください。 

はい いいえ 

はい いいえ 

いいえ 

はい いいえ 

はい 


